
第 ６ 期 決 算 公 告
東京都新宿区西新宿２丁目１番１号

株式会社ジャパンネット銀行

代表取締役社長　藤森　秀一

(単位：百万円)

53,329 262,901
預 け 金 53,329 171,413

5,000 90,779
3,756 707

232,274 5,000
国 債 135,812 50,498
地 方 債 6,111 2,533
社 債 87,870 7
そ の 他 の 証 券 2,479 976

21,032 141
証 書 貸 付 4,486 2
当 座 貸 越 16,545 1,405

9,777 43
未 収 収 益 826 320,976
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 2,000
金 融 派 生 商 品 343 20,000
ソ フ ト ウ エ ア 2,335 △  12,623
そ の 他 の 資 産 4,271 12,623

641 当 期 純 損 失 27
土 地 建 物 動 産 493 △ 2,542
保 証 金 権 利 金 147 4,834

325,811 325,811

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

有価証券の評価は、その他有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により

行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

動産不動産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　物　　　　　　１５年

　　　　動　産　　　　５年～６年

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号｢銀行等金融機関の資産の自己査定に

係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣に規定する、正常先債権・要注意先債権･破綻懸念

先債権・ 実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。

正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとして

おります。

破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残

額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が査定結果

を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認め

られる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上して

おります。
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資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

注

1.

当 期 未 処 理 損 失

動 産 不 動 産

株 式 等 評 価 差 額 金

資 本 の 部 合 計

負 債 の 部 合 計

（ 資 本 の 部 ）

資 本 金

利 益 剰 余 金

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

そ の 他 資 産 賞 与 引 当 金

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

貸 出 金 先 物 取 引 受 入 証 拠 金

有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー

売 渡 手 形

そ の 他 負 債

普 通 預 金

コ ー ル ロ ー ン 定 期 預 金

買 入 金 銭 債 権 そ の 他 の 預 金

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 預 金

平成１８年６月２１日

貸借対照表（平成１８年３月３１日現在）

科       目 金        額 科       目 金        額



消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。なお、動産不動産等に係る控除

対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

親会社に対する金銭債権総額　１８，１９２百万円

親会社に対する金銭債務総額　　　　６６９百万円

動産不動産の減価償却累計額　　１，２９０百万円

貸出金のうち、破綻先債権額は７百万円、延滞債権額は１００百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は

弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」

という。）のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定

する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。

貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額は１６百万円であります。

なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び

延滞債権に該当しないものであります。

破綻先債権額、延滞債権額及び３ヶ月以上延滞債権額の合計額は１２５百万円であります。

担保に供している資産は次のとおりであります。

      担保に供している資産

         有価証券                  ５３，４５８百万円

      担保資産に対応する債務

         売渡手形                  ５０，４９８百万円

    上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１６，８５９百万円及び預け金３０百万円を差し入れております。

1株当たりの純資産額      １２，０８５円９６銭

商法施行規則第92条に規定する｢貸借対照表上の純資産額から新株式申込証拠金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合

計額を控除した金額」から「資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額」を差し引いた資本の欠損の額は１２，６２３百万円

であります。

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

      その他有価証券で時価のあるもの

　　　　　         　取得原価　　　　　　　貸借対照表　　　　　　　評価差額

         　　　　　　　　　　　　　　　　　計　上　額　　　　　　　　　　　　　  　   うち益　　　   　うち損

　債券

    国債　　　１３８，０８２百万円　　１３５，８１２百万円　 △２，２７０百万円   　　３百万円 　２，２７４百万円

    地方債　　　　６，１２２百万円　　　　６，１１１百万円　 　　　△１０百万円 　  　２百万円　   　　１３百万円

    社債　　　　８８，１３９百万円　　　８７，８７０百万円　　 　△２６９百万円  　 ２１百万円　 　　２９０百万円

    その他　　　　　　１００百万円　　　　　　１００百万円　　　 　　　　０百万 　　　０百万円　　　　　　 －

  その他　　　　　２，３７１百万円　　　　２，３７９百万円　　　　　　 ７百万円   　１０百万円　 　　　　２百万円

  合計　　　　２３４，８１６百万円  　２３２，２７４百万円　 △２，５４２百万円 　  ３７百万円 　２，５８０百万円

 なお、上記の評価差額全額が、「株式等評価差額金」に含まれております。

当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

　　　　　         　　　　　売却額　　　　　　　　　　　売却益　　　　　　　　売却損

　　　　　　　　　　 ３７８，５１１百万円　　　　　 ３，８１８百万円　　  ３，８７０百万円

その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。

　　　　　          　１年以内　　　         １年超５年以内　　　   ５年超１０年以内　　　　    １０年超

　債券

    国債　　　　　５４，４０４百万円       ２８，８９８百万円　　　３４，４５７百万円　　  １８，０５１百万円　　　

    地方債　　　　　４，０５６百万円　　　　 ２，０５５百万円　　　　      －　　　　              －

    社債　　　　　４５，６００百万円       ４２，２７０百万円　　　　      －　　　　              －

    その他　　　　　　　１００百万円　　　　　　 　－　　　　　　　　      －　　　　              －

  合計　　　　　１０４，１６１百万円     　７３，２２３百万円　　　３４，４５７百万円　　　１８，０５１百万円

当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額

まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、５５，８９４百万円であります。こ

れらは全て原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。

これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又

は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基

づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日）を当期から適用しており

ます。なお、これによる経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。

銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、１０．４６％であります。23.
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（単位：百万円）

科         目 金 額

16,321

4,683
貸 出 金 利 息 3,092
有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,558
コ － ル ロ － ン 利 息 16
預 け 金 利 息 0
そ の 他 の 受 入 利 息 15

6,001
受 入 為 替 手 数 料 4,209
そ の 他 の 役 務 収 益 1,791

3,391
国 債 等 債 券 売 却 益 1,585
金 融 派 生 商 品 収 益 1,806

2,244
株 式 等 売 却 益 2,233
そ の 他 の 経 常 収 益 10

16,968

321
預 金 利 息 315
コ － ル マ ネ － 利 息 4
売 渡 手 形 利 息 1

4,672
支 払 為 替 手 数 料 1,438
そ の 他 の 役 務 費 用 3,234

3,708
国 債 等 債 券 売 却 損 3,708

5,952

2,313
株 式 等 売 却 損 161
そ の 他 の 経 常 費 用 2,151

646

638
そ の 他 の 特 別 利 益 638

8

19

27

12,595

12,623
注

1 . 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2 . 親会社との取引による収益総額　　　　　 ７８５百万円

親会社との取引による費用総額　　　　   ３７６百万円

3 . 1株当たり当期純損失金額          　　　６９円３８銭

4 ． 「その他の経常費用」には、株式先物取引費用２，１４７百万円が含まれております。

5 . 「その他の特別利益」は、ネットバンキングプログラムの使用許諾に伴う受取対価６３８百万円であります。

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 損 失

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

前 期 繰 越 損 失

当 期 未 処 理 損 失

　　　　　平成１７年４月　１日から
　　　　　平成１８年３月３１日まで

特 別 利 益

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 損 失

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

損益計算書


